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ら
れ
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は
じ
め
に

戦
国
大
名
な
ど
が
発
給
し
た
印
判
状
は
、
古
文
書
学
に
お
け
る
重
要
な
対
象
の
一

つ
で
あ
る
が
、
印
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ど
の
よ
う
な
印
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
が

中
心
で
あ
り
、
押
印
位
置
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
）
1
（

。

筆
者
は
、
小
田
原
を
本
拠
と
す
る
戦
国
大
名
北
条
氏
の
印
判
状
、
お
よ
び
そ
の
影

響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
関
東
地
方
の
印
判
状
に
、
日
付
部
分
に
押
印
し
た
事
例
が

多
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
が
、
当
時
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
公
文
書
の
標

準
的
な
様
式
に
倣
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
八
年
秋
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
企
画
展
示
「
日
本

の
中
世
文
書
」
と
図
録
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
拙
稿
〔
小
島 

二
〇
二
〇
〕
の
中

で
既
に
概
要
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
様
式
が
日
本
に
お
い
て
、
ど
の
時
期
に
、
ど

の
範
囲
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
情
報
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
な
お
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
こ
の
日
付
上

押
印
の
印
判
状
が
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
現
在
把
握
で
き
た
発
給
者
と
時

期
を
整
理
し
、
そ
の
意
味
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
日
付
上
押
印
の
意
義

個
人
印
と
し
て
の
用
法

ま
ず
印
判
状
に
お
け
る
押
印
方
式
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
印
判
状
は
、
一

般
に
「
花
押
の
代
わ
り
に
印
章
を
押
し
た
文
書
」（
佐
藤
進
一
『
古
文
書
学
入
門
』）

と
理
解
さ
れ
、
実
際
、
花
押
と
互
換
性
の
あ
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、印
判
状
が
最
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
戦
国
時
代
に
お
い
て
は
、

公
的
な
文
書
に
お
い
て
も
書
状
系
の
文
書
を
用
い
る
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
た
た

め
で
、
書
状
の
署
判
に
用
い
ら
れ
て
い
た
花
押
を
印
に
代
え
て
印
判
状
と
し
た
も
の

が
多
い
。

ま
た
、
武
家
文
書
に
お
い
て
は
、
花
押
が
本
来
は
実
名
の
く
ず
し
で
あ
る
こ
と
を

無
視
し
て
、「
実
名
＋
花
押
」
と
い
う
署
判
様
式
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
花
押
が
単
な
る
「
本
人
の
し
る
し
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
そ

の
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
実
名
＋
花
押
（
ま
た
は
印
）」
と
い
う
署
判
方
法
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は
、
平
安
時
代
の
庶
民
の
土
地
売
券
に
既
に
見
ら
れ
、
花
押
や
略
押
の
代
わ
り
に
印

を
用
い
た
例
も
、
室
町
時
代
、
一
五
世
紀
半
ば
か
ら
既
に
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、

ま
さ
に
花
押
と
い
う
個
人
の
「
し
る
し
」
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
、
個
人
印
と
し

て
の
印
の
用
法
で
あ
る
。

公
印
と
し
て
の
用
法

印
判
状
に
は
、
こ
の
よ
う
な
個
人
印
と
し
て
の
印
判
の
他
に
、
公
印
と
し
て
印
を

押
す
用
法
も
存
在
し
た
。
こ
れ
を
最
も
意
識
的
に
用
い
た
の
が
北
条
氏
で
あ
り
、

「
虎
之
御
印
判
」
と
称
せ
ら
れ
た
「
禄
寿
応
穏
」
印
は
、
当
主
の
代
替
わ
り
に
は
関

係
な
く
、
同
じ
印
影
の
も
の
が
踏
襲
さ
れ
、
必
ず
日
付
上
に
押
印
さ
れ
た
。
文
書
の

実
例
と
し
て
、
こ
の
印
の
初
見
文
書
の
写
真
を
挙
げ
れ
ば
図
1
の
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
文
書
の
場
合
、
印
影
を
見
せ
る
趣
旨
か
ら
日
付
の
年
号
部
分
に
一
部
を
掛
け
る
形

で
押
さ
れ
て
い
る
が
、
日
付
上
の
ど
の
部
分
に
押
す
か
は
文
書
に
よ
っ
て
か
な
り
偏

差
が
あ
り
、「
日
付
に
掛
け
て
押
す
」
と
い
う
形
で
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
伝
馬
手
形
に
押
さ
れ
た
「
常
調
」
印
も
、
同
様
に
個
人
を
離
れ
た
北
条

家
の
印
と
し
て
用
い
ら
れ
、
や
は
り
必
ず
日
付
上
に
押
印
さ
れ
る
。

印
の
踏
襲
と
い
う
点
で
は
、
武
田
氏
の
「
龍
の
印
」
な
ど
も
、
晴
信
（
信
玄
）・

勝
頼
の
二
代
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
花
押
と
互
換
性
の
あ
る
印

を
、
そ
れ
が
公
的
な
場
で
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
次
代
の
勝
頼
も
使
用
し
た
、

と
い
う
意
味
が
強
い
と
見
な
せ
る
。
花
押
に
お
い
て
も
、
親
子
で
同
じ
も
の
を
用
い

る
例
が
あ
る
の
で
（
例
え
ば
、
大
友
宗
麟
と
息
子
の
義
統
）、
武
田
氏
の
例
は
、
花

押
お
よ
び
そ
の
代
替
と
し
て
の
個
人
印
が
持
つ
公
的
性
格
か
ら
考
え
る
べ
き
も
の
と

思
わ
れ
、
北
条
氏
の
よ
う
な
、
花
押
と
は
全
く
異
な
る
公
印
と
し
て
用
い
ら
れ
た
印

と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

公
印
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
、
そ
れ
故
に
日
付
上
の
押
印
に
こ
だ
わ
っ
た
北

条
氏
に
対
し
て
、
他
の
大
名
な
ど
に
お
い
て
は
、
日
付
上
押
印
で
も
、
公
印
と
し
て

の
印
の
用
法
を
意
識
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
も
多
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

図１　日付上押印の初見文書 （永正15年（1518）10月8日，北条家朱印状）
（小田原城天守閣画像提供）　　

　北条氏（伊勢氏）の発給した，「虎の印判」（「禄寿応穏」印）を日付上に押印した文書の初見であり，実際に最初
に使用されたと考えられる文書。『豆州内浦漁民資料』で紹介されたが，［小田原城天守閣 2018］によれば，現在原
本は行方不明であり，同書に掲載されている，残る写真と写しを合成したもののデータを提供していただいた。
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実
際
の
用
例
を
見
る
中
で
取
り
上
げ
た
い
。

二
、
日
付
上
押
印
文
書
の
発
給
者
と
時
期

① 
北
条
氏
関
係

以
下
、
日
付
上
押
印
の
印
判
状
を
発
給
し
た
人
物
と
そ
の
時
期
お
よ
び
背
景
に
つ

い
て
見
て
い
き
た
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
用
法
を
意
識
的
に
採
用
し
た
の
は
北

条
氏
が
早
く
、
ま
た
一
貫
し
て
い
て
、
そ
れ
は
一
族
や
有
力
家
臣
な
ど
に
も
及
ん
で

い
る
た
め
、
ま
ず
北
条
氏
関
係
の
用
例
に
つ
い
て
扱
い
、
そ
の
他
の
大
名
な
ど
に
つ

い
て
は
次
章
で
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
文
中
の
表
記
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、〔
初
〕〔
末
〕
と
し
て
表
記
し
た
文
書
は
、

当
該
の
印
が
日
付
上
に
押
印
さ
れ
た
例
を
筆
者
が
確
認
し
た
最
初
の
も
の
と
最
後
の

も
の
で
あ
る
。
北
条
家
の
「
禄
寿
応
穏
」
印
の
よ
う
に
、
す
べ
て
日
付
上
押
印
で
あ

る
場
合
は
印
自
体
の
使
用
期
間
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
日
下
押
印
、
文
頭
押

印
な
ど
、
日
付
上
以
外
の
場
所
に
も
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
印
自
体
の
使
用
期
間
よ

り
も
短
く
な
り
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
挙
例
が
一
通
の
み

の
場
合
、
あ
る
い
は
先
後
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
は
、「
・
」
で
適
宜
示
し
た
。

ま
た
、
取
り
上
げ
た
文
書
は
、
筆
者
が
現
時
点
に
お
い
て
、
押
印
位
置
が
示
さ
れ

て
い
る
資
料
集
や
写
真
版
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
し
た
も
の
を
検
証
の
た
め
に
挙
げ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
最
初
な
い
し
最
後
の
例
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は

な
い
。
当
然
遺
漏
も
多
い
と
思
わ
れ
、
実
際
の
使
用
期
間
は
こ
れ
よ
り
広
が
る
可
能

性
も
大
き
い
。
誰
が
い
つ
頃
、
と
い
う
全
体
的
な
傾
向
を
と
り
あ
え
ず
把
握
す
る
た

め
の
も
の
と
し
て
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

押
印
位
置
の
判
断
と
し
て
は
、
年
月
日
の
「
日
」
に
か
か
る
程
度
の
も
の
は
一
種

の
日
下
押
印
と
み
な
し
て
除
外
し
、
日
付
上
押
印
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に

限
っ
た
。
ま
た
、
寺
社
関
係
の
文
書
で
は
、
複
数
の
印
を
押
し
て
そ
の
一
つ
が
日
付

上
部
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
意
味
が
異
な
る
た
め
除
外
し
た
。

参
照
し
た
資
料
集
は
本
稿
の
末
尾
に
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
、
特
に
必
要
と
思
わ

れ
る
物
の
み
本
文
中
に
注
記
し
た
。

北
条
氏

相
模
国
小
田
原
城
を
本
拠
と
す
る
戦
国
大
名
。

初
代
伊
勢
宗
瑞
と
二
代
北
条
氏
綱
の
代
替
わ
り
の
こ
ろ
か
ら
、
当
主
の
印
と
し
て

「
禄
寿
応
穏
」
の
上
部
に
虎
図
の
あ
る
印
を
用
い
、
五
代
氏
直
が
天
正
一
八
年

（
一
五
九
〇
）
七
月
に
豊
臣
秀
吉
に
降
伏
す
る
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
途
中
で
改
鋳
は

あ
る
が
、印
影
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
押
印
位
置
は
一
貫
し
て
日
付
上
で
あ
る
。

ま
た
、
伝
馬
印
と
し
て
「
常
調
」
印
を
用
い
、
こ
れ
も
文
面
・
印
影
は
ほ
ぼ
変
わ

ら
ず
、
押
印
位
置
も
日
付
上
に
一
貫
し
て
い
る
。

■
朱
方
印
「
禄
寿
応
穏
」
上
部
に
虎
の
図

〔
初
〕
永
正
一
五
年
（
一
五
一
八
）
一
〇
月
八
日　

木
負
御
百
姓
中
充
（
図
1
）

（『
豆
州
内
浦
漁
民
資
料 

上
巻
』（
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
、
一
九
三
七
年
）

〔
末
〕
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
六
月
一
〇
日 

妙
光
院
充
（
禁
制
写
、
相
州
文
書
）

■
朱
方
印
「
常
調
」
上
に
馬
図

〔
初
〕
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
閏
六
月
一
八
日　

下
総
迄
各
宿
中
充　
　

〔
末
〕
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
一
二
月
二
六
日　

自
小
田
原
沼
田
迄
宿
中
充　

　
　某■

朱
方
印
「
新
」

・
享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
七
月
二
三
日　

光
明
寺
（
鎌
倉
）
充　

北
条
宗
哲
（
幻
庵
）

伊
勢
宗
瑞
（
北
条
早
雲
）
四
男
、
武
蔵
国
小
机
城
主
。

■
朱
円
印
「
静
意
」

〔
初
〕
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
九
月
二
四
日  

石
雲
寺
充　

〔
末
〕
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
八
月
二
一
日　

泉
郷
充　

［印判状に見られる日付上押印について］……小島道裕
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某
（
つ
ほ
ね
）

■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
」　

・（
天
文
一
六
年
（
一
五
四
七
））
三
月
一
〇
日　

公
文
小
泉
さ
へ
も
ん
充　

山
木
大
方　

北
条
氏
綱
の
娘
、
北
条
氏
康
妹
。
堀
越
六
郎
（
今
川
氏
輝
家
臣
）
後
室
。
夫
の
死

後
小
田
原
城
に
戻
り
、
伊
豆
国
山
木
（
現
伊
豆
の
国
市
）
に
知
行
を
得
た
。
朱
方
印

「
軍
勝
（
上
部
に
猪
）」
は
、
夫
の
死
後
、
印
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

■
朱
方
印
「
軍
勝
」
上
部
に
猪
図

〔
初
〕（
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
））
九
月
三
日　

め
い
さ
ん
充

〔
末
〕（
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
））
三
月
二
一
日　

水
口
充　
　

■
黒
方
印
「
印
文
未
詳
」

・（
天
正
一
三
年
（
一
五
八
八
）
カ
）
八
月
二
一
日　

か
う
せ
ん
じ
充　

　
北
条
氏
堯

北
条
氏
綱
四
男
、
武
蔵
国
小
机
城
主
。

■
朱
方
印
「
有
虞
寶

陶
唐
」　

〔
初
〕
天
文
二
四
年
（
一
五
五
五
）
六
月
一
二
日　

長
吏
太
郎
左
衛
門
充

〔
末
〕（
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
））
閏
三
月
二
二
日　

雲
松
院
（
武
蔵
国
橘
樹
郡
）
充

北
条
氏
規

北
条
氏
康
四
男
、
相
模
国
三
崎
城
主
・
伊
豆
韮
山
城
主
。

■
朱
方
印
「
真
実
」

〔
初
〕
天
文
二
四
年
（
一
五
五
五
）
二
月
一
一
日　

助
右
衛
門
充　

〔
末
〕
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
正
月
五
日　

岡
本
善
左
衛
門
尉
充　

　
北
条
氏
照

北
条
氏
康
三
男
、
武
蔵
国
滝
山
城
主
・
八
王
子
城
主
・
栗
橋
城
主
。
永
禄
一
一
年

（
一
五
六
八
）
栗
橋
城
主
と
な
り
、
そ
の
二
年
後
か
ら
印
文
未
詳
（「
栗
橋
□
」
と
も
）

の
朱
方
印
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。

■
朱
方
印
「
如
意
成
就
」
上
部
に
動
物
ら
し
き
も
の

〔
初
〕（
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
））
一
一
月
一
〇
日　

禰
宜
六
郎
太
郎
充

〔
末
〕（
天
正
二
年
（
一
五
七
四
））
六
月
二
一
日　

両
郷
代
官
百
姓
中
充

■
朱
方
印
〔
印
文
未
詳
（「
栗
橋
□
」
と
も
）〕

〔
初
〕（
寅
＝
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
カ
）
五
月
晦
日　

大
橋
播
磨
守
充　

〔
末
〕（
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
））
正
月
九
日　

西
戸
蔵
充

北
条
氏
康
（
虎
印
以
外
）

北
条
氏
第
三
代
当
主
。
隠
居
後
は
「
禄
寿
応
穏
」
印
を
新
当
主
の
氏
政
に
譲
り
、

自
ら
は
そ
れ
に
代
え
て
朱
長
方
印
「
武
栄
」
を
用
い
、
日
付
上
に
も
押
印
し
た
。
初

見
の
文
書
に
は
、「
虎
御
判
御
陣
へ
被
分
候
、
御
本
城
様
御
印
判
也
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。

■
朱
長
方
印
「
武
栄
」

〔
初
〕（
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
））
五
月
一
五
日　

狩
野
牧
百
姓
中
充

〔
末
〕（
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
））
五
月
一
六
日　

村
野
四
郎
左
衞
門
充

　
北
条
康
成
（
氏
繁
）　

玉
縄
北
条
氏
。
室
は
北
条
氏
康
娘
。
相
模
国
玉
縄
城
主
。

■
朱
円
印
「
印
文
未
詳
」

・
永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）
三
月
一
一
日　

堀
内
与
四
郎
充　

　
北
条
（
藤
田
）
氏
邦

北
条
氏
康
五
男
、
武
蔵
国
鉢
形
城
主
。

■
朱
方
印
「
翕
邦
挹
福
」
上
部
に
象
の
図
（
改
印
し
象
図
の
な
い
物
も
）
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〔
初
〕
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
六
月
一
八
日　

斎
藤
八
右
衛
門
充
、
久
米
大
膳
充　
　

〔
末
〕（
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
））
三
月
一
六
日　

大
浜
弥
八
郎
充　

北
条
氏
光

北
条
氏
康
八
男
、
駿
河
国
戸
倉
城
城
将
・
武
蔵
小
机
城
主
な
ど
。

■
朱
方
印
「
桐
圭
」　

文
書
は
元
亀
元
年
〜
天
正
一
八
年

〔
初
〕
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
一
〇
月
二
一
日　

御
乳
充　

〔
末
〕
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
九
月
二
四
日　

鈴
木
但
馬
守
充　

北
条
氏
信

北
条
宗
哲
（
幻
庵
）
の
第
二
子
。
武
蔵
国
小
机
城
主
。

■
朱
方
印
「
福
寿
」

・（
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
））
七
月
四
日　

多
聞
坊
（
駿
河
国
須
津
八
幡
宮
）
他
充

　
　北

条
氏
政
（
虎
印
以
外
）

北
条
氏
第
四
代
。
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
隠
居
後
は
、「
禄
寿
応
穏
」
印
に
代

え
て
朱
方
印
「
有
效
」
な
ど
を
用
い
、
日
付
上
に
も
押
印
し
て
い
る
。

■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
」

〔
初
〕（
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
））
一
二
月
二
二
日　

内
山
弥
右
衛
門
充　

〔
末
〕（
天
正
九
年
（
一
五
八
一
））
七
月
八
日　

内
山
弥
右
衛
門
充　

（『
埼
玉
県
史 

資
料
編
六
』
は
、
佐
脇
栄
智
「
小
田
原
北
条
氏
代
替
わ
り
考
」
に
よ
っ

て
、「
北
条
氏
政
使
用
ノ
モ
ノ
カ
」
と
す
る
。）

■
朱
方
印
「
有
效
」

〔
初
〕（
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
））
五
月
一
六
日　

国
府
津 

村
野
四
郎
左
衞
門
充

〔
末
〕（
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
））
一
一
月
七
日　

総
寧
寺
納
所
充　

北
条
氏
忠

北
条
氏
康
七
男
、
相
模
国
新
城
城
城
将
・
下
野
国
佐
野
城
主
。

■
朱
方
印
「
樓
欝
」

〔
初
〕
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
三
月
二
〇
日　

西
原
与
大
郎
充　

〔
末
〕（
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
））
正
月
一
七
日　

高
瀬
紀
伊
守
充　

北
条
（
太
田
）
氏
房

北
条
氏
政
三
男
、
武
蔵
国
岩
付
城
主
。
太
田
氏
の
継
嗣
と
し
て
岩
付
城
に
入
っ
た

兄
の
死
後
に
岩
付
城
主
と
な
っ
た
た
め
、「
太
田
氏
房
」
と
も
さ
れ
る
。

■
朱
円
印
「
心
簡
要
」

〔
初
〕
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
七
月
二
八
日　

与
野
立
石
甚
右
衛
門
／
百
姓
中

充〔
末
〕
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
五
月
一
三
日　

浄
国
寺
充

北
条
綱
成

玉
縄
北
条
氏
。
北
条
康
成
（
氏
繁
）
の
子
、
北
条
氏
綱
の
婿
。
相
模
国
玉
縄
城
城

主
。
氏
繁
の
父
。

■
黒
方
印
「
印
文
未
詳
」

・
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
八
月
二
七
日　

堀
田
七
郎
衛
門
尉
充　

北
条
氏
繁
後
室
カ

■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
」

・（
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
））
正
月
五
日　

鈴
木
充

　
北
条
氏
勝

玉
縄
北
条
氏
。
北
条
氏
繁
の
子
。
相
模
国
玉
縄
城
主
。

■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
」
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・
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
九
月
七
日　

極
楽
寺
之
長
吏
源
左
衛
門
充　
　

某
（「
つ
ほ
ね
」）

■
黒
方
印
「
重
宝
」カ

〔
初
〕（
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
））
一
一
月
二
九
日　

か
な
ま
ち
な
ぬ
し
す
ゝ
き

／
百
姓
中
充　

〔
末
〕（
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
））
一
二
月
二
〇
日　

か
な
ま
ち　

す
ゝ
き
む
ま

の
す
け
他
充　

某■
黒
方
印
「
本
田
」

・（
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
カ
）
一
二
月
一
七
日  

鴇
田
若
狭
守
充　
　

某■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
」

・（
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
））
三
月
一
一
日　

慈
雲
、
原
左
衛
門
尉
充

松
田
憲
秀

北
条
家
家
臣
。

■
朱
円
印
「
印
文
未
詳
」

〔
初
〕
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
七
月
二
三
日　

山
口
郷
左
衞
門
他
充

〔
末
〕 

天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
五
月
八
日　

山
口
若
狭
守
充　

■
朱
壺
形
印
「
印
文
未
詳
」

〔
初
〕
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
五
月
一
六
日　

小
澤
二
郎
左
衞
門
尉
充　

〔
末
〕
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
一
〇
月
三
日　

山
口
若
狭
守
充

内
藤
綱
秀

北
条
氏
家
臣
。
相
模
国
津
久
井
城
主
。

■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
」

・（
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
カ
）
八
月
二
一
日　

三
給
下
充　

北
条
氏
直
（
虎
印
以
外
）

北
条
氏
第
五
代
。
小
田
原
城
陥
落
後
は
「
禄
寿
応
穏
」
印
に
代
え
て
印
文
未
詳
の

朱
方
印
を
用
い
た
。

■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
」

・（
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
））
七
月
一
七
日　

大
藤
与
七
充
、
桜
井
肥
前
守
充

三
、
日
付
上
押
印
文
書
の
発
給
者
と
時
期

② 

北
条
氏
関
係
以
外

北
条
氏
は
意
識
的
に
日
付
上
押
印
を
公
印
の
押
印
方
法
と
し
て
採
用
し
て
お
り
、

一
族
や
重
臣
な
ど
が
そ
れ
を
採
用
す
る
の
は
当
然
と
も
言
え
る
の
に
対
し
て
、
他
の

大
名
家
な
ど
で
は
、
そ
れ
は
必
然
で
は
な
い
。
北
条
氏
の
影
響
な
い
し
模
倣
で
あ
る

の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
無
関
係
で
あ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
以
下
、
お
よ
そ

の
年
代
順
に
掲
載
し
て
み
た
い
。

《
今
川
氏
関
係
》

今
川
氏
親
（
龍
王
丸
）（
一
四
七
一
〜
一
五
二
六
）

駿
河
国
の
大
名
。
父
義
忠
の
戦
死
後
、
伯
父
の
伊
勢
宗
瑞
の
助
力
で
内
紛
を
収
め

た
。
龍
王
丸
と
し
て
の
文
書
（
日
下
押
印
）
が
戦
国
大
名
の
印
判
状
の
初
見
と
さ
れ

て
い
る
。
日
付
上
押
印
を
確
認
出
来
た
の
は
一
例
の
み
で
あ
る
。

■
朱
方
印
「
氏
親
」　

・
永
正
一
八
年
（
一
五
二
一
）
五
月
四
日　

村
岡
充  　

寿
桂
尼
（
一
四
七
三
〜
一
五
六
八
）  
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今
川
氏
親
の
室
。
公
家
中
御
門
宣
胤
の
子
。
氏
親
は
晩
年
病
身
で
あ
っ
た
た
め
自
ら

政
務
を
と
り
、
氏
親
の
死
後
に
後
を
継
い
だ
実
子
の
氏
照
お
よ
び
義
元
も
後
見
し
た
。

■
朱
方
印
「
帰
」

〔
初
〕
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
一
二
月
二
六
日　

し
ゃ
う
け
い
し
充
（
氏
輝
袖
判
）

〔
末
〕
天
文
一
八
年
（
一
五
四
九
）
一
一
月
二
三
日  

と
く
く
わ
ん
し
そ
う
ゑ
い
長

老
充　
（
文
頭
に
も
朱
印
、
義
元
袖
判
）　

以
上
の
期
間
で
日
付
上
押
印
が
認
め
ら
れ
た
が
、
し
か
し
、
押
印
お
よ
び
署
判
方

法
は
か
な
り
多
様
で
あ
り
、
こ
の
期
間
の
印
判
状
が
す
べ
て
日
付
上
押
印
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
単
独
の
押
印
と
も
限
ら
な
い
。「
初
」
と
し
て
挙
げ
た
大
永
六
年

（
一
五
二
六
）
一
二
月
二
六
日
の
文
書
は
日
付
上
押
印
だ
が
氏
輝
の
袖
判
が
あ
り
、

ま
た
こ
れ
と
同
日
付
で
文
頭
に
押
印
し
た
文
書
も
あ
る
。
ま
た
、「
末
」
と
し
て
挙

げ
た
天
文
一
八
年
（
一
五
四
九
）
一
一
月
二
三
日
の
文
書
は
文
頭
に
も
朱
印
が
あ
り
、

袖
に
は
義
元
の
判
が
あ
る
。
こ
の
他
、
文
頭
に
の
み
押
印
し
た
例
も
多
い
。

な
お
、
今
川
氏
親
の
晩
年
は
、
氏
親
の
印
が
使
用
さ
れ
て
い
て
も
、
実
質
的
に
寿

桂
尼
の
印
判
状
と
み
な
せ
る
場
合
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

今
川
義
元

駿
河
国
の
大
名
。
今
川
氏
親
と
寿
桂
尼
の
子
。

■
朱
方
印
「
義
元
」

・
天
文
二
〇
年
（
一
五
五
一
）
三
月
二
七
日　

駿
遠
参
宿
々
中　

　
（
朱
方
印
「
義
元
」
を
日
付
よ
り
も
上
の
位
置
に
押
し
、
文
頭
に
は
「
如
律
令
」

朱
円
印
を
押
す
。
日
付
上
押
印
と
は
認
め
が
た
い
が
、
近
い
物
と
し
て
掲
げ
る
。）

今
川
氏
真

駿
河
国
の
大
名
。
義
元
の
子
。

■
朱
方
印
「
氏
真
」

・
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
八
月
一
三
日　

村
岡
左
衛
門
尉
充　

文
頭
に
も
同
じ
印

を
押
す
。

葛
山
氏
元

駿
河
国
駿
東
郡
葛
山
城
主
。
室
は
北
条
氏
綱
の
娘
。

■
朱
六
角
印
「
萬
歳
」

〔
初
〕
天
文
一
九
年
（
一
五
五
〇
）
八
月
二
〇
日　

植
松
藤
太
郎
充　

〔
末
〕
永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）
八
月
五
日　

芹
沢
玄
蕃
充　

朝
比
奈
信
置
（
道
与
）

今
川
氏
家
臣
。
駿
河
国
高
部
城
主
。

■
朱
円
印
「
宝
納
」

・
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
一
一
月
二
〇
日　

石
切
市
衛
門
充

《
武
田
氏
関
係
》

武
田
晴
信
（
信
玄
）・
勝
頼

甲
斐
国
の
戦
国
大
名
。
信
玄
の
印
を
勝
頼
も
継
承
し
て
い
る
。
獅
子
の
印
は
、
勝

頼
が
長
篠
の
合
戦
後
に
用
い
た
。
押
印
位
置
は
、
日
下
や
文
頭
等
の
余
白
部
分
が
多

い
が
、
過
書
、
伝
馬
手
形
、
所
領
安
堵
状
な
ど
に
日
付
上
押
印
が
若
干
認
め
ら
れ
る
。

一
見
期
間
が
長
い
が
、
実
例
は
多
く
な
い
。
な
お
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
四
月

一
二
日
「
市
川
七
郎
右
衛
門
尉
充
伝
馬
手
形
」
は
、
朱
方
印
「
晴
信
」
を
「
四
月
」

に
、
竜
朱
印
を
「
二
日
」
に
か
け
て
押
し
て
い
る
。

■
朱
方
印
「
晴
信
」、
朱
円
印
（
竜
の
図
）

〔
初
〕
天
文
一
一
年
（
一
五
四
二
）
閏
三
月
一
五
日　

源
右
衛
門
充
過
書　

〔
末
〕
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
二
月
七
日　

伝
馬
定
書　

■
朱
方
印
「（
獅
子
の
図
）」

・（
年
未
詳
）
三
月　

妻
籠
在
番
衆
充　

某
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上
杉
謙
信
の
甥
、
養
子
。
越
後
国
春
日
山
城
主
。

■
朱
円
印
（
上
突
部
付
）「
立
願
勝
軍
地
蔵
摩
利
支
天
飯
綱
明
神
」

〔
初
〕
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
二
月
一
七
日　

広
居
善
右
衛
門
尉
他
充

〔
末
〕
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
一
〇
月
一
日　

嶋
垣
宗
兵
衛
・
同
隼
人
佑
充　

■
朱
？
長
方
印
「
量
円
」

・
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
五
月
二
六
日　

過
所
）
2
（

■
朱
円
印
（
上
突
部
付
）「
森
帰
掌
内
」

〔
初
〕
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
三
月
二
九
日　

諸
所
領
主
中
充
過
書　

〔
末
〕
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
九
月
一
六
日　

岩
井
備
中
守
充　

■
朱
方
円
印
（
上
突
部
付
）「
虚
空
蔵
龍
」

・
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
六
月
日　

武
田
村
充
他
禁
制　

《
古
河
公
方
関
係
》

足
利
義
氏
（
梅
千
代
王
丸
）

古
河
公
方
。
母
は
北
条
氏
綱
の
娘
。

■
朱
方
印
「
大
和
」

〔
初
〕
梅
千
代
王
丸
充
行
状 

天
文
二
二
年
（
一
五
五
三
）
四
月
一
四
日 

渋
江
弥
二
郎
充　

〔
末
〕
足
利
義
氏
条
書　

弘
治
四
年
（
一
五
五
八
）
六
月
一
九
日 

簗
田
中
務
太
輔
充　

■
朱
円
印
「
巳
」

〔
初
〕
足
利
義
氏
条
書　
（
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
））
七
月
二
六
日　
（
充
所
無
し
）

〔
末
〕
足
利
義
氏
条
書　
（
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
））
四
月
二
四
日　

簗
田
中
務

太
輔
他
充

■
「
大
和
」「
巳
」
の
二
重
押
印

〔
初
〕
足
利
義
氏
充
行
状 

永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）
五
月
一
一
日 

覚
音
寺
納
所
充

〔
末
〕
足
利
義
氏
制
札 

（
天
正
二
年
（
一
五
七
四
））
一
二
月
一
五
日　

関
戸
・
大
野

百
姓
充　

瑞
雲
院
（
芳
春
院
）
周
興  

■
朱
円
印
（
印
文
未
詳
）

・
永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）
三
月
日　

九
郎
兵
衛
充
（
充
行
状
）

（『
戦
国
遺
文
武
田
氏
編 

第
一
巻
』
は
「
武
田
氏
関
係
の
朱
印
と
思
わ
れ
る
」
と
す

る
。）

《
上
杉
氏
》

上
杉
謙
信
（
景
虎
、
政
虎
、
輝
虎
）

越
後
国
の
大
名
。
春
日
山
城
主
。
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
関
東
に
進
出
す
る
と

共
に
初
め
て
印
を
用
い
、
そ
れ
が
「
獅
子
の
印
」
で
あ
る
こ
と
は
、
北
条
氏
の
「
虎

の
印
判
」
へ
対
抗
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
﹇
相
田
一
九
四
九
﹈、
日
付
上
押

印
で
あ
る
こ
と
も
、
や
は
り
北
条
氏
文
書
の
影
響
と
見
な
せ
よ
う
。

■
朱
方
印
「
地
帝
妙
」
の
上
に
獅
子
の
図

・
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
三
月
一
一
日　

上
田
荘
他
充
掟
書　

■
朱
円
印
（
鳥
の
図
）

・（
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
））
四
月
二
七
日　

蔵
五
充　

■
朱
円
印
（
上
突
部
付
）「
立
願
勝
軍
地
蔵
摩
利
支
天
飯
綱
明
神
」　

〔
初
〕
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
四
月
一
七
日　

充
所
無
し
（
内
容
は
伝
馬
手
形
）　

〔
末
〕
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
八
月
二
二
日　

能
州
塩
津
／
四
郎
右
衛
門
尉
充　

（
謙
信
の
奉
行
人
三
名
が
連
署
。
謙
信
は
天
正
六
年
三
月
に
没
し
て
景
勝
・
景
虎
が

抗
争
中
。）

上
杉
景
虎

北
条
氏
康
六
男
、
上
杉
謙
信
の
養
子
。

■
朱
円
印
「
武
□
家
定
威
□
」
の
上
に
獅
子
の
図

〔
初
〕
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
一
〇
月
四
日　

諸
宿
中
充　

〔
末
〕
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
一
〇
月
二
八
日　

一
揆
中
・
赤
川
新
兵
衛
尉
充　

上
杉
景
勝
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足
利
義
氏
と
そ
の
母
、
芳
春
院
（
北
条
氏
綱
女
）
の
奏
者
。

■
朱
円
印
「
周
興
」

・（
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
））
一
〇
月
九
日　

知
行
配
分
目
録　

・
瑞
雲
院
周
興
判
物　

年
未
詳
一
二
月
一
五
日　

品
川
南
北
町
人
衆
他　

簗
田
持
助

古
河
公
方
家
臣
、
下
総
国
関
宿
城
主
・
水
海
城
主
。

■
朱
方
印
「
永
古
」

・
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
二
月
一
六
日　

野
田
充　

簗
田
助
縄

古
河
公
方
家
臣
。
下
総
国
水
海
城
主
。

■
朱
方
印
（
印
文
未
詳
）

〔
初
〕
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
二
月
三
日　

赤
磐
新
宿
充　

〔
末
〕
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
一
〇
月
二
四
日　

石
山
新
三
郎
充

一
色
義
直

古
河
公
方
家
臣
。

■
朱
方
印
（
印
文
未
詳
）

・
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
五
月
一
日　

巻
嶋
主
水
助
充

足
利
氏
姫

足
利
義
氏
の
娘
。
母
は
北
条
氏
康
の
娘
。
父
義
氏
の
死
後
、古
河
公
方
家
を
継
承
。

天
正
一
八
（
一
五
九
〇
）
年
の
北
条
氏
滅
亡
後
は
豊
臣
秀
吉
か
ら
領
地
を
与
え
ら
れ

て
鴻
巣
御
所
（
古
河
公
方
館
）
に
移
っ
た
。

■
黒
方
印
「
局
」

・
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
九
月
七
日　

禰
宜
充
寄
進
状

《
大
内
氏
》

大
内
義
長

大
友
宗
麟
の
弟
で
、母
は
大
内
義
隆
の
姉
。
大
内
義
隆
を
滅
ぼ
し
た
陶
晴
賢
に
よ
っ

て
擁
立
さ
れ
、
大
内
家
の
当
主
と
な
る
。
日
付
上
押
印
文
書
は
一
例
の
み
で
、
倭
寇

対
策
の
た
め
に
来
日
し
て
い
た
中
国
の
使
者
に
対
し
て
、
自
分
が
「
日
本
国
王
」
印

を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

■
朱
方
印
「
日
本
国
王
之
印
」

・
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
一
一
月
日 

大
内
義
長
証
状　

《
太
田
氏
》

太
田
氏
資
（
資
房
）

武
蔵
国
岩
付
城
主
。
室
は
北
条
氏
康
の
娘
。
国
府
台
合
戦
（
永
禄
七
年
、

一
五
六
四
）
後
に
家
督
を
継
ぎ
、
以
後
北
条
氏
に
従
う
。
北
条
氏
政
の
三
男
で
あ
る

氏
房
を
養
子
と
す
る
。（
氏
房
に
つ
い
て
は
北
条
氏
の
項
に
掲
げ
た
。）

■
朱
方
印
（
印
文
未
詳
）

〔
初
〕
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
一
〇
月
一
五
日　

井
草
百
姓
中
充　

〔
末
〕
永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）
二
月
一
〇
日　

上
落
合
百
姓
中
充　
　

《
吉
良
氏
》

武
蔵
国
世
田
谷
城
主

初
見
の
弘
治
二
年（
一
五
五
六
）頃
は
吉
良
頼
康
が
当
主
。
永
禄
三
年（
一
五
六
〇
）

氏
綱
の
娘
で
あ
る
山
木
大
方
の
子
、
氏
朝
が
吉
良
家
に
養
子
に
入
り
、
次
第
に
北
条

氏
に
包
摂
さ
れ
て
い
っ
た
。

■
朱
方
印
「
所
願
成
就
回
令
満
足
候
」

〔
初
〕
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
一
〇
月
大
吉
日　

泉
沢
浄
寺
充　

〔
末
〕
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
一
一
月
一
七
日 

（
武
蔵
国
ひ
も
の
や
郷
中
法
華

［印判状に見られる日付上押印について］……小島道裕
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寺
諸
末
寺
共
ニ
）

《
成
田
氏
》

成
田
氏
長

武
蔵
国
忍
城
主
。
成
田
氏
は
、
上
杉
謙
信
の
関
東
侵
出
以
降
、
状
況
に
よ
っ
て
上

杉
氏
と
北
条
氏
の
間
を
揺
れ
動
い
た
が
、
一
旦
和
解
し
た
北
条
氏
と
上
杉
氏
の
関
係

が
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に
破
綻
し
て
か
ら
は
、
北
条
氏
に
帰
属
し
た
。

■
朱
方
印
「
徳
光
」

〔
初
〕
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
一
二
月
九
日　

七
郎
右
衛
門
充

〔
末
〕
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
六
月
二
九
日　

正
木
丹
波
守
充　

■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
Ａ
」

・
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
九
月
一
九
日　

福
田
幸
十
郎
充　
（『
忍
城
主
成
田
氏
』）　　
　

■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
Ｂ
」

〔
初
〕
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
四
月
三
日  　

長
野
喜
三
充　
　
　
（
同
）

〔
末
〕
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
一
二
月
一
五
日　

長
野
喜
三
充　
　
（
同
）

《
千
葉
氏
》　　

千
葉
胤
富

下
総
国
佐
倉
城
主
。
千
葉
昌
胤
の
庶
子
で
海う

な
か
み上

氏
を
継
い
だ
が
、
後
に
千
葉
本
宗

家
の
当
主
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
海
上
家
の
紋
で
あ
っ
た
鶴
丸
が
千
葉
家
の
印
章

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
北
条
氏
と
の
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
で
権
力
と
対

外
関
係
の
安
定
を
図
り
、
子
息
邦
胤
に
北
条
氏
政
の
娘
を
娶
ら
せ
た
。

■
黒
印
「（
鶴
丸
形
）」

・
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
正
月
七
日  

東
之
庄
村
々
年
寄
中
充　

鶴
丸
黒
印
影
（
日

付
の
右
上
）

・（
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
））
九
月
一
八
日　

石
毛
助
九
郎　

鶴
丸
黒
印

・（
年
未
詳
）
二
月
一
六
日　

石
毛
大
和
入
道
（
定
幹
）　

鶴
丸
黒
印　

千
葉
邦
胤

下
総
国
佐
倉
城
主
。
北
条
氏
政
の
婿
。
正
妻
北
条
氏
政
娘
の
死
後
、
北
条
氏
か
ら

の
自
立
傾
向
を
見
せ
る
が
、
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
家
臣
に
殺
害
さ
れ
、
邦
胤

の
娘
に
北
条
氏
か
ら
婿
（
直
重
）
を
迎
え
る
形
で
千
葉
氏
は
北
条
氏
に
包
摂
さ
れ
る
。

■
朱
方
印
「
龍
」

・（
天
正
三
年
（
一
五
七
五
））
正
月
二
五
日　

香
取
宮
中
充　

 

■
朱
方
印
「
龍
」
の
上
に
龍
の
図

〔
初
〕
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
九
月
八
日　

加
世
四
郎
左
衞
門
尉
充

〔
末
〕（
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
））
正
月
一
九
日　

原
大
炊
助
（
邦
房
）
充　

原
胤
栄　

千
葉
氏
家
臣
、
下
総
国
臼
井
城
主
。

■
朱
方
印
「
榮
」

・
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
九
月
吉
日　

八
幡
宮
充　

■
朱
方
印
「
大
吉
宝
久
」

・
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
七
月
五
日　

八
幡
之
郷
充

《
上
田
氏
》

上
田
長
則

武
蔵
国
松
山
城
主
。
北
条
氏
に
臣
従
。

■
朱
方
印
「
長
則
」

〔
初
〕（
天
正
四
年
（
一
五
七
六
））
九
月
二
四
日　

本
郷
町
人
充　

〔
末
〕（
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
））
八
月
一
六
日　

本
郷
宿
町
人
衆
充　
　

上
田
憲
定　

長
則
の
弟
。
武
蔵
国
松
山
城
主
。
北
条
氏
家
臣
。
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■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
」

・（
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
））
一
二
月
一
三
日　

岩
崎
対
馬
守
・
池
谷
肥
前
守
充　

 

《
結
城
氏
》

結
城
晴
朝
（
ま
た
は
結
城
朝
勝
）

下
総
国
結
城
城
城
主
。
古
河
公
方
足
利
晴
氏
の
偏
諱
を
受
け
る
。
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
上
杉
謙
信
が
関
東
へ
来
襲
し
た
際
は
、
古
河
公
方
足
利
義
氏
お
よ
び

北
条
氏
に
加
担
し
た
が
、
そ
の
後
、
反
北
条
に
転
じ
た
。
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）

下
野
国
の
大
名
宇
都
宮
広
綱
の
次
男
朝
勝
を
養
子
と
し
、
佐
竹
氏
と
共
に
北
条
氏
に

対
抗
し
た
。
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
北
条
氏
滅
亡
後
は
、
徳
川
家
康
の
次
男
秀

康
を
養
子
と
す
る
。

■
黒
方
印
「
宝
」

・（
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
））
三
月
二
二
日　

せ
き
ね
兵
庫
助
充　

■
朱
方
印
「
鑑
」

・（
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
））
四
月
二
二
日　

制
札
写
（
充
所
無
し
）

■
扇
形
黒
印

・（
天
正
一
二
年
）
一
〇
月
一
三
日　

制
札
写
（
充
所
無
し
）

《
小
山
氏
》

小
山
秀
綱
（
氏
朝
、
氏
秀
、
孝
山
、
孝
哲
）

下
総
国
祇
園
城
主
。
上
杉
謙
信
の
関
東
介
入
後
、
北
条
氏
と
の
間
で
揺
れ
動
い
た

が
、
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
に
祇
園
城
を
北
条
氏
に
明
け
渡
す
。
天
正
一
〇
年

（
一
五
八
二
）
織
田
信
長
家
臣
の
滝
川
一
益
の
仲
介
で
祇
園
城
に
戻
る
が
、
北
条
氏

に
帰
属
と
さ
れ
た
。

■
黒
方
印
「
善
」

〔
初
〕
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
一
一
月
一
七
日　

柴
之
御
百
姓
充　
　

〔
末
〕
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
一
〇
月
一
〇
日　

阿
久
津
与
十
郎
充  

《
和
田
氏
》

和
田
信
業

上
野
国
和
田
城
〔
高
崎
市
〕
城
主
。
は
じ
め
武
田
氏
、
後
に
滝
川
一
益
、
北
条
氏

直
に
仕
え
る
。

■
朱
方
印
「
兼
嚴
」

〔
初
〕（
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
））
一
〇
月
二
日　

石
原
・
黒
崎
市
兵
衛
充　

〔
末
〕
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
七
月
一
八
日 

（
安
中
宿
本
陣
に
伝
来
）　
『
印
判

状
の
世
界
』

《
里
見
氏
関
係
》

安
房
の
戦
国
大
名
。
北
条
氏
と
敵
対
し
て
い
た
が
、
北
条
氏
政
か
ら
攻
勢
を
受
け

た
結
果
、
里
見
義
弘
は
天
正
五
年
（
一
五
九
七
）
に
和
睦
。
子
の
義
頼
は
北
条
氏
政

の
娘
を
正
室
に
迎
え
た
。

正
木
憲
時

上
総
国
大
多
喜
城
主
。
里
見
氏
家
臣
。
父
時
茂
の
印
を
用
い
た
。

■
朱
方
印
「
時
茂
」
上
部
に
獅
子

〔
初
〕
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
一
二
月
四
日　
（
充
所
な
し
。
き
さ
ら
す
の
村
の
事
）

〔
末
〕（
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
））
閏
正
月
一
六
日　
（
充
所
な
し
。
禁
制
）

里
見
梅
王
丸

義
弘
の
子
、
義
頼
の
異
母
弟
で
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
義
弘
の
死
後
、
領

国
を
義
頼
と
争
う
。

■
朱
方
印
（
印
文
未
詳
）

〔
初
〕
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
正
月
二
八
日　

充
所
無
し

（
※
『
千
葉
県
の
歴
史 

資
料
編
中
世
三
』
は
、「
某
印
判
状
写
」
と
し
た
上
で
、「
発
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給
年
次
か
ら
里
見
梅
王
丸
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。）  

〔
末
〕
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
二
月
二
一
日　

蒲
生
不
動
別
当
充　
（
※
同
前
）

■
朱
方
印
「
弁
」

・
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
一
二
月
二
日　

石
田
新
三
郎
充　

■
朱
方
印
「
里
見
」
上
部
に
鳳
凰

・
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
九
月
二
六
日　

山
口
越
後
守
充　

里
見
義
頼

義
弘
の
子
。
安
房
岡
本
城
主
な
ど
。
北
条
氏
政
婿
。

■
朱
方
印
「
義
頼
」
上
部
に
竜

〔
初
〕（
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
カ
）
三
月
一
六
日　

岩
崎
与
次
衛
も
ん
充　

〔
末
〕
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
一
二
月
三
日　
（
充
所
な
し
）　

義
頼
は
天
正

一
五
年
（
一
五
八
七
）
一
〇
月
一
五
日
没
だ
が
、
後
を
継
い
だ
義
康
は
し
ば
ら
く
父

の
「
義
頼
」
印
を
使
用
し
た
。『
千
葉
県
の
歴
史
』
資
料
編
中
世
三
）

里
見
家
女
人　

■
大
黒
形
朱
印
「
久
栄
」（
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
））
一
一
月
六
日　

大
野
筑
前

守
充　
　

　
里
見
義
康

安
房
国
岡
本
城
主
・
館
山
城
主
。

■
朱
方
印
「
義
康
」
上
部
に
竜

〔
初
〕（
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
））
九
月
一
日　

  

石
井
駿
河
守
充　

〔
末
〕（
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
））
七
月
二
六
日　

岩
波
弾
正
充　

《
徳
川
氏
関
係
》

徳
川
家
康

三
河
の
大
名
。
後
に
江
戸
幕
府
を
開
く
。「
福
徳
」
印
の
一
部
に
日
付
上
押
印
が

認
め
ら
れ
、
後
年
用
い
た
「
源
家
康
」
印
に
は
、
意
図
的
に
日
付
上
に
押
印
し
た
物

が
認
め
ら
れ
る
。

■
朱
円
印
「
福
徳
）
3
（

」

〔
初
〕
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
二
月
二
一
日　

広
野
・
小
坂
・
足
窪
充　

〔
末
〕
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
後
五
月
一
四
日　

瀬
戸
者
等
充　

■
朱
楕
円
印
「
源
家
康
）
4
（

」

〔
初
〕
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
一
六
日　

長
命
寺
（
近
江
）
充
、
他
（
禁
制
）

（
安
土
城
考
古
博
物
館
二
〇
一
五
に
写
真
）　

〔
末
〕
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
八
月
二
六
日　

冨
賀
寺
（
三
河
）
充　
（
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
二
〇
一
五
に
写
真
＝
図
２
）

松
平
康
次
（
康
重
）

徳
川
家
康
家
臣
。
駿
河
国
三
枚
橋
（
沼
津
）
城
主
、
後
に
武
蔵
国
騎
西
城
主
、
篠

山
城
主
、
岸
和
田
城
主
。

■
黒
円
印
（
印
文
未
詳
）

〔
初
〕
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
一
〇
月
二
四
日　

矢
部
清
三
郎
充　

〔
末
〕
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
二
月
一
二
日　

蓮
光
寺
充　

 　

牧
野
康
成

徳
川
家
康
家
臣
。
三
河
国
牛
久
保
城
主
、
上
野
国
大
胡
藩
主
。

■
黒
円
印
（
印
文
未
詳
）

・
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
八
月
二
〇
日　

禰
宜
九
郎
左
衞
門
充

穴
山
勝
千
代

穴
山
信
君
（
梅
雪
）
の
子
。
甲
斐
武
田
氏
滅
亡
後
、
そ
の
名
跡
を
継
ぐ
。
本
能
寺

の
変
に
伴
う
梅
雪
の
横
死
後
、
徳
川
家
康
か
ら
安
堵
さ
れ
る
。
天
正
一
五
年
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（
一
五
八
七
）
一
六
歳
で
病
死
。

■
朱
方
印
（
印
文
未
詳
）

・（
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
九
月
一
七
日　

水
野
平
太
夫
尉
充

・
年
未
詳
三
月
九
日　

水
野
平
太
夫
他
充　

内
藤
家
長  

徳
川
家
康
家
臣
、
上
総
国
佐
貫
城
主
。

■
円
印
「
寶
」カ

・
天
正
二
〇
年
（
一
五
九
二
）
九
月
九
日　

野
中
安
休
斎
充

松
平
康
元

徳
川
家
康
の
異
父
弟
。
下
総
国
関
宿
藩
主
。

■
黒
円
印
（
印
文
未
詳
）

・
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
一
二
月
二
六
日　
（
穀
町
書
出
之
事
）　　
　

《
そ
の
他
（
寺
院
）》

久
遠
寺

■
黒
方
印
「
印
文
未
詳
」

・
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
八
月
嘉
日　

甲
駿
信
之
諸
末
寺
充
（
久
遠
寺
衆
徒
僉
義

状
、『
静
岡
県
史
』
資
料
編
8
）

最
乗
寺

■
朱
方
印
「
印
文
未
詳
」

・
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
一
〇
月
一
九
日　

永
伝
充
（
最
乗
寺
永
髙
等
連
署

状
、『
静
岡
県
史
』
資
料
編
8
） 

以
上
が
、
現
時
点
で
筆
者
が
把
握
し
た
日
付
上
押
印
の
事
例
で
あ
る
。
遺
漏
は
多

図２　徳川家康朱印状　　
慶長８年（1603），愛知県新城市冨賀寺蔵（新城市指定文化財，国立歴史民俗博物館2015より転載）
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い
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
全
貌
を
理
解
す
る
た
め
の
手
段
、
過
程
で
あ
る
こ
と
を
改

め
て
御
諒
解
い
た
だ
き
た
い
。

四
、
ま
と
め

①
　
日
付
上
押
印
を
行
な
っ
た
主
体
と
そ
の
意
図
な
い
し
背
景

以
上
の
日
付
上
押
印
を
行
な
っ
た
主
体
と
時
期
に
つ
い
て
、
全
体
的
な
傾
向
な
ど

を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

地
理
的
範
囲

ま
ず
日
付
上
押
印
が
見
ら
れ
る
地
理
的
な
範
囲
と
し
て
は
、
北
条
氏
お
よ
び
関
東

の
諸
領
主
と
、
今
川
氏
、
武
田
氏
、
上
杉
氏
、
徳
川
氏
の
関
係
す
る
地
域
に
ほ
ぼ
限

定
さ
れ
る
。
印
判
状
自
体
は
、
東
北
や
九
州
の
諸
大
名
や
織
豊
政
権
な
ど
も
用
い
て

い
る
が
、
管
見
の
範
囲
で
は
、
意
図
的
な
日
付
上
押
印
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
大
内

義
長
の
外
交
関
係
の
一
点
を
除
い
て
事
例
が
見
当
た
ら
な
い
。
時
期
的
に
も
北
条
氏

が
早
く
、
ま
た
多
く
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

印
の
形

印
の
形
に
つ
い
て
は
、「
動
物
の
形
象
と
印
文
と
を
以
て
一
つ
の
形
状
を
な
し
て

い
る
印
判
」
は
、
北
条
氏
お
よ
び
正
木
氏
・
里
見
氏
、
千
葉
氏
、
そ
し
て
上
杉
氏
に

見
ら
れ
る
も
の
で
、
南
関
東
お
よ
び
そ
こ
に
関
わ
っ
た
上
杉
氏
に
特
有
の
も
の
で

あ
っ
て
、
北
条
氏
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
相
田
二
郎
が
指
摘
し
て
い
る
が

﹇
相
田 

一
九
三
五
﹈、
日
付
上
押
印
も
そ
れ
と
同
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
大
名

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

家
印
と
個
人
印
の
区
別

北
条
氏
自
身
は
、
二
代
氏
綱
以
降
、「
虎
の
印
判
」
や
伝
馬
印
「
常
調
」
を
家
印

と
し
て
、
一
貫
し
て
日
付
上
押
印
に
使
用
し
、
隠
居
す
る
と
別
の
印
を
用
い
て
日
付

上
押
印
を
含
む
多
様
な
押
印
方
法
を
行
な
っ
た
。
当
主
以
外
の
北
条
氏
一
族
に
お
い

て
は
、
そ
の
よ
う
な
使
い
分
け
は
な
く
、
当
主
に
お
け
る
隠
居
後
的
な
用
法
だ
が
、

氏
照
が
支
城
主
に
な
っ
た
際
に
印
を
変
え
て
い
る
こ
と
に
は
、
支
城
主
と
し
て
の
印

と
い
う
公
印
的
な
側
面
を
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

北
条
氏
の
影
響

北
条
氏
以
外
の
関
東
の
武
士
、
お
よ
び
上
杉
氏
に
つ
い
て
は
、
北
条
氏
の
影
響
を

受
け
た
も
の
と
言
え
る
。
北
条
氏
が
支
配
な
い
し
婚
姻
や
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
影
響

範
囲
を
拡
大
す
る
と
共
に
、
日
付
上
押
印
様
式
を
受
容
し
た
武
家
も
増
え
る
、
と
い

う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
千
葉
氏
の
場
合
は
、
北
条
氏
と
の
関
係
を
強
化
し

た
胤
冨
の
代
か
ら
日
付
上
押
印
が
表
わ
れ
る
し
、
北
条
氏
と
四
十
年
に
お
よ
ぶ
抗
争

を
行
な
っ
た
里
見
氏
に
お
い
て
も
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
の
和
睦
以
後
に
こ
の

様
式
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

北
条
氏
に
対
抗
し
て
関
東
地
方
に
介
入
し
た
上
杉
謙
信
も
「
獅
子
の
印
」
を
日
付

上
押
印
に
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
北
条
氏
の
「
虎
の
印
」
に
対
抗
し
た
と
思
わ
れ

る
こ
と
を
、
相
田
二
郎
が
指
摘
し
て
い
る
﹇
相
田
一
九
四
九
﹈。
こ
れ
も
一
種
の
影
響

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

北
条
氏
が
こ
の
様
式
を
用
い
た
意
図
は
、
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
陸
の
東
ア

ジ
ア
標
準
と
し
て
の
公
文
書
、
特
に
王
命
文
書
の
様
式
に
倣
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
だ
が
、
他
の
武
家
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
多
く
は
そ
こ
ま
で
理
解
し
て
用
い

た
の
で
は
な
く
、
現
象
的
な
模
倣
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
里
見
氏
の
印

判
に
お
い
て
は
、
印
文
が
「
義
頼
」
な
ど
の
個
人
の
実
名
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
見

ら
れ
、
こ
れ
は
公
印
と
し
て
は
当
然
お
か
し
く
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

今
川
・
武
田
・
徳
川
氏
の
用
法

今
川
氏
お
よ
び
武
田
氏
に
お
い
て
も
日
付
上
押
印
は
見
ら
れ
る
が
、
事
例
は
多
く
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な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
お
け
る
押
印
方
法
と
し
て
は
む
し
ろ
や
や
異
例
な
も
の
で

あ
る
。
押
印
位
置
も
、
日
付
の
付
近
に
あ
る
も
の
も
あ
る
な
ど
安
定
せ
ず
、
全
体
と

し
て
は
文
頭
に
押
印
し
た
物
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
北
条
氏
の
影
響
と
い
う

よ
り
も
、
日
下
と
は
異
な
る
押
印
位
置
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
と
考
え
た
方
が
良
い
か

も
し
れ
な
い
。
用
途
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
詳
し
く
分
析
し
て
い
な
い
が
、
伝
馬
、

過
書
、
職
人
充
な
ど
、
身
分
の
低
い
相
手
に
対
す
る
も
の
が
比
較
的
多
い
。

徳
川
家
康
は
、「
福
徳
」
印
の
一
部
に
日
付
上
押
印
が
見
ら
れ
る
が
、
押
印
位
置

は
一
貫
せ
ず
、
日
付
よ
り
も
上
に
押
さ
れ
た
物
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
こ
れ
も
必
ず
し

も
日
付
に
重
ね
て
押
す
と
い
う
意
識
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
天
正
一
二
年

（
一
五
八
四
）
に
は
家
臣
に
も
例
が
多
く
、
こ
の
頃
に
は
、
積
極
的
に
取
り
入
れ
る

動
き
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
は
、
関
ヶ
原
合
戦
直
後
の
禁
制
と
し
て
、
ま
た
同
八

年
（
一
六
〇
三
）
に
は
、
三
河
国
の
寺
領
安
堵
状
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
発
給
し
て
お

り
、
こ
れ
は
明
確
に
年
号
や
年
の
付
近
に
押
印
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
意
図
的
に
日

付
上
押
印
を
採
用
す
る
試
み
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
図
2
参
照
）。
あ
る
い
は
、

北
条
氏
が
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
大
陸
の
王
命
文
書
の
様
式
を
、
家
康
も
意
識
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
印
文
は
「
源
家
康
」
で
あ
り
、
個
人
印
と
し
て
の

性
格
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

寺
院
の
事
例

こ
の
他
、
寺
院
に
も
若
干
の
例
が
あ
り
、
一
応
掲
げ
た
が
、
そ
の
意
味
や
武
家
文

書
と
の
関
係
な
ど
は
と
り
あ
え
ず
未
詳
と
し
た
い
。

女
性
の
印
判
状

　

な
お
、
こ
れ
は
日
付
上
押
印
に
限
ら
な
い
印
判
状
一
般
の
問
題
に
な
る
が
、
こ
う

し
て
用
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
女
性
が
意
外
に
多
い
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
夫

の
印
を
受
け
継
い
だ
例
も
多
く
、女
性
史
な
い
し
家
族
史
的
な
意
味
で
も
興
味
深
い
。

筆
者
は
別
稿
で
、
中
世
後
期
に
お
い
て
、
家
父
長
権
の
強
化
と
共
に
「
共
同
経
営
者
」

た
る
妻
の
地
位
も
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
﹇
小
島 

二
〇
二
一
﹈、

そ
の
よ
う
な
問
題
と
も
関
わ
る
事
象
と
思
わ
れ
る
。

② 

日
付
上
押
印
の
主
体
と
期
間
―
表
と
グ
ラ
フ
に
よ
る
検
討

表
の
表
記
に
つ
い
て

日
付
上
押
印
を
行
な
っ
た
主
体
（
人
物
、
家
な
ど
）
と
そ
の
期
間
を
表
に
し
た
も

の
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。

表
の
見
方
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
ま
ず
、
左
の
欄
は
、
日
付
上
押
印
を
行
な
っ

た
主
体
で
あ
り
、
順
は
、
本
文
に
掲
げ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

横
軸
は
年
代
で
あ
り
、
日
付
上
押
印
が
行
わ
れ
た
と
見
な
せ
る
期
間
（
本
文
の

「
初
」
と
「
末
」
の
間
）
の
各
年
に
便
宜
上
「
1
」
を
入
れ
て
い
る
。
途
切
れ
て
い

る
も
の
は
、
印
の
種
類
ご
と
に
ま
と
め
た
〔
初
〕〔
末
〕
の
間
に
空
白
期
間
が
あ
る

場
合
で
あ
る
。

下
段
の
数
字
は
、
そ
の
年
に
1
の
あ
る
数
を
合
計
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
日
付
上

押
印
を
行
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
主
体
の
数
で
あ
る
。

右
横
の
数
字
は
、
表
に
示
し
た
期
間
の
合
計
年
数
で
あ
る
。

グ
ラ
フ
の
分
析

表
の
集
計
結
果
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
が
表
下
の
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
縦
軸
が
日
付

上
押
印
を
行
な
っ
た
主
体
の
数
、
横
軸
は
年
代
で
あ
る
が
、
数
値
す
な
わ
ち
日
付
上

押
印
を
行
な
っ
た
主
体
の
数
の
変
化
を
見
る
と
、
Ⅰ
〜
Ⅵ
の
六
期
に
区
分
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
、
以
下
、時
期
的
な
変
化
の
問
題
に
つ
い
て
、気
付
い
た
所
を
述
べ
た
い
。

第
Ⅰ
期
（
一
五
一
八
（
永
正
一
五
年
）
〜
一
五
二
五
（
大
永
五
年
））
は
、
北
条

氏
の
「
虎
の
印
判
」
が
使
用
さ
れ
始
め
た
こ
と
に
始
ま
る
時
期
だ
が
、
今
川
氏
親
の

一
例
を
除
く
と
、
す
べ
て
北
条
氏
の
「
虎
の
印
判
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
先
行
し
て
存

在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

［印判状に見られる日付上押印について］……小島道裕
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1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559

北条氏　 虎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

北条氏　 常調 1 1

某（ 「新 」 ） 1

北条宗哲（幻庵 ） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

某（つほね ） 1

山木大方 1 1

北条氏堯 1 1 1 1 1

北条氏規 1 1 1 1 1

北条氏照 1

北条氏康（虎印以外 ）

北条康成（氏繁 ）

北条（藤田 ）氏邦

北条氏光

北条氏信

北条氏政（虎印以外 ）

北条氏忠

北条（太田 ）氏房

北条綱成

北条氏繁後室カ

北条氏勝

某（つほね ）

某（ 「本田 」 ）

某（印文未詳 ）

松田憲秀

内藤綱秀

北条氏直

今川氏親 1

寿桂尼 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

今川義元 1

今川氏真 1

葛山氏元 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

朝比奈信置

武田信玄・勝頼 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

某（印文未詳 ）

上杉謙信

上杉景虎

上杉景勝

足利義氏 1 1 1 1 1 1

瑞雲院（芳春院 ）

簗田持助

簗田助縄

足利氏姫

大内義長 1

吉良氏 1 1 1 1

太田氏資

成田泰親

成田氏長

千葉胤富

千葉邦胤

原胤栄

上田長則

上田憲定

結城晴朝か朝勝

小山秀綱

和田信業

一色義直

正木憲時

里見梅王丸

里見義頼

里見家女人

里見義康

徳川家康

松平康次

牧野康成

内藤家長

穴山勝千代

松平康元

久遠寺

最乗寺

年代 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559

日付上押印人数 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 7 9 9 11 9

【表】　日付上押印の主体と期間

グラフ　日付上押印の主体の数の変遷
1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559
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第
Ⅱ
期
（
一
五
二
六
（
大
永
六
年
）
〜
一
五
四
一
（
天
文
一
〇
年
））
は
、
寿
桂

尼
の
も
の
が
加
わ
っ
て
数
が
増
え
て
い
る
が
、
そ
の
押
印
位
置
は
不
安
定
で
あ
り
、

実
例
は
多
く
な
い
。
Ⅰ
期
に
続
い
て
、「
虎
の
印
判
」
の
み
が
安
定
的
に
続
い
て
い

た
時
期
で
あ
る
。

第
Ⅲ
期
（
一
五
四
二
（
天
文
一
一
年
）
〜
一
五
五
四
（
天
文
二
三
年
））
に
は
、

北
条
氏
一
族
の
中
で
、
北
条
宗
哲
（
幻
庵
）
が
早
く
か
ら
事
例
が
見
ら
れ
、
こ
の
時

期
の
終
わ
り
頃
に
は
、
北
条
氏
の
外
孫
で
あ
る
古
河
公
方
足
利
義
氏
や
、
女
婿
で
あ

る
葛
山
氏
元
な
ど
、
影
響
下
に
あ
る
領
主
の
事
例
も
現
れ
て
く
る
。
武
田
信
玄
も
日

付
上
押
印
の
例
が
あ
る
た
め
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
押
印
位
置
と
し
て
は
例
外

的
で
、
実
際
の
例
は
少
な
い
。

第
Ⅳ
期
（
一
五
五
五
（
弘
治
元
年
）
〜
七
七
（
天
正
五
年
））
に
な
る
と
、
北
条

氏
の
伝
馬
印
（「
常
調
」
上
部
に
馬
図
）
が
加
わ
り
、
北
条
氏
堯
、
北
条
氏
規
、
北

条
（
藤
田
）
氏
邦
、
北
条
氏
光
な
ど
、
支
城
主
と
な
っ
た
北
条
氏
一
族
の
事
例
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
北
条
氏
の
勢
力
拡
大
と
支
配
体
制
の
確
立
を
反
映
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
吉
良
氏
、
太
田
氏
、
成
田
氏
、
千
葉
氏
、
里
見
氏
な
ど
の
諸
家
も
、

北
条
氏
権
力
の
下
に
組
み
込
ま
れ
る
か
、
あ
る
い
は
北
条
氏
と
和
睦
し
て
、
こ
の
様

式
を
採
用
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
上
杉
謙
信
も
こ
の
時
期
に
日
付
上
押
印
を

行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
述
の
よ
う
に
関
東
に
お
い
て
北
条
氏
へ
対
抗
す
る
意

味
で
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
Ⅴ
期
（
一
五
七
八
（
天
正
六
年
）
〜
一
五
九
〇
（
天
正
一
八
年
））
は
、
数
値

が
最
大
と
な
る
。
北
条
氏
忠
、
北
条
（
太
田
）
氏
房
な
ど
の
支
城
主
ク
ラ
ス
の
北
条

一
族
や
上
田
長
則
な
ど
の
有
力
家
臣
が
加
わ
り
、
北
条
氏
の
領
国
支
配
体
制
が
拡
大

し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
当
主
も
北
条
氏
康
か
ら
氏
政
に
代
替
わ
り
す
る
が
、

同
じ
押
印
方
式
で
個
人
の
印
を
用
い
て
い
る
。
上
杉
家
に
お
い
て
も
、謙
信
の
死
後
、

後
継
者
の
景
虎
・
景
勝
が
印
と
押
印
方
式
を
踏
襲
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
安
定
化
が

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
徳
川
家
康
と
そ
の
家
臣
も
、
こ
の
時
期
に
日
付
上
押
印
の
文
書

を
出
し
て
い
る
。

一
五
八
四
（
天
正
一
二
年
）
が
目
立
っ
て
多
い
の
は
、
お
そ
ら
く
資
料
残
存
の
偶

然
性
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
時
期
の
他
の
年
も
、
こ
の
程
度
の
数
値
に
な
っ
た
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
徳
川
家
康
の
家
臣
が
加
わ
っ
た
こ
と
も
数

値
の
増
加
に
影
響
し
て
い
る
。

一
五
九
〇
（
天
正
一
八
年
）
七
月
に
は
小
田
原
城
が
落
城
し
て
北
条
氏
は
滅
亡
し
、

そ
れ
と
共
に
日
付
上
押
印
の
文
書
は
急
速
に
姿
を
消
す
。

第
Ⅵ
期
（
一
五
九
一
（
天
正
一
九
年
）
〜
一
六
〇
三
（
慶
長
八
年
））、
す
な
わ
ち

北
条
氏
の
滅
亡
後
は
、
わ
ず
か
の
事
例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
一
五
九
一
〜
二

年
の
事
例
は
、
第
Ⅴ
期
の
延
長
的
な
も
の
で
あ
り
、
豊
臣
政
権
の
文
書
様
式
が
全
国

に
普
及
す
る
と
共
に
、
日
付
上
押
印
様
式
は
駆
逐
さ
れ
た
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
第
Ⅵ
期
の
最
後
、
一
六
〇
〇
〜
一
六
〇
三
に
数
値
が
あ
る
こ
と
に
は
留

意
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、先
述
の
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
禁
制
（
九

月
一
五
日
に
行
な
わ
れ
た
関
ヶ
原
の
戦
い
の
直
後
の
も
の
）
と
、
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）
の
三
河
国
の
寺
院
充
安
堵
状
（
図
2
）
等
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
本
来
的
な
公
印
の
押
印
方
法
と
し
て
、
徳
川
政
権
に
お
い
て
試
行
さ
れ
た
時

前
頁 

表
「
日
付
上
押
印
の
主
体
と
期
間
」
に
つ
い
て

・
日
付
上
押
印
の
期
間
を
主
体
（
人
物
・
家
等
）
毎
に
示
し
た
。

・
主
体
の
順
は
、
本
文
に
掲
げ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

・
日
付
上
押
印
が
行
わ
れ
た
と
見
な
せ
る
期
間
（
本
文
の
「
初
」
と
「
末
」
の
間
）
の
範
囲
に
、
便

宜
上
、各
年
に
「
１
」
を
記
入
し
て
い
る
。
そ
の
期
間
す
べ
て
で
実
際
に
確
認
し
た
訳
で
は
な
く
、

ま
た
確
認
し
た
実
数
で
も
な
い
。

・
期
間
の
「
初
」「
末
」
は
、
本
文
の
よ
う
に
、
可
能
な
範
囲
で
印
毎
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

各
主
体
で
範
囲
が
途
切
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
は
印
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

・
下
段
の
数
字
は
、そ
の
年
に
「
１
」
が
あ
る
欄
を
合
計
し
た
も
の
、す
な
わ
ち
日
付
上
押
印
を
行
っ

て
い
た
と
推
定
で
き
る
主
体
の
数
で
あ
る
。

・
右
横
の
数
字
は
、「
１
」
の
あ
る
欄
の
合
計
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
主
体
が
日
付
上
押
印
を
何
年
間

行
な
っ
た
と
推
定
で
き
る
か
の
年
数
に
な
る
。

前
頁 

グ
ラ
フ
「
日
付
上
押
印
の
主
体
の
数
の
変
遷
」
に
つ
い
て

・
表
の
下
段
の
数
字
、
す
な
わ
ち
、
各
年
に
ど
れ
だ
け
の
日
付
上
押
印
主
体
が
あ
っ
た
か
の
数
値
を

グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
。
数
値
の
変
化
を
基
準
に
、
適
宜
時
期
区
分
を
示
し
た
。
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期
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
江
戸
幕
府
に
お
い
て
そ
の
様
式
が
定
着

す
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
後
は
基
本
的
に
は
日
付
上
押
印
の
事
例
を
見
な
い
。
日
付

上
押
印
と
い
う
様
式
は
、
北
条
氏
に
始
ま
り
、
北
条
氏
の
滅
亡
に
よ
っ
て
実
質
的
に

は
ほ
ぼ
終
わ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
次
に
本
格
的
に
現
れ
る
の
は
、
明
治
新
政

府
に
よ
っ
て
、「
東
ア
ジ
ア
標
準
」
の
押
印
方
法
を
取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
公
文

書
の
様
式
が
作
ら
れ
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
）
5
（

。

（
１
）
先
行
研
究
と
し
て
は
、
相
田
二
郎
が
北
条
氏
の
「
禄
寿
応
穏
」
印
な
ど
の
家
印
が
、
私
印
と

は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
ま
た
押
印
位
置
が
日
付
上
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
も
指
摘
し
て
い
る
﹇
相
田
一
九
三
五
、一
九
四
九
﹈。
日
付
上
押
印
に
つ
い
て
は
、
他
の
大
名

文
書
な
ど
で
も
、
個
々
の
文
書
の
解
説
で
は
指
摘
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
印
判
状
の
様
式
を
分

類
す
る
中
で
は
、
日
付
上
押
印
も
日
下
押
印
な
ど
と
同
じ
「
日
付
行
捺
印
」
と
し
て
扱
っ
て
特

に
区
別
し
て
お
ら
ず
、
押
印
位
置
自
体
に
つ
い
て
も
特
段
の
意
味
づ
け
は
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
日
付
上
押
印
が
い
つ
ど
の
程
度
広
が
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
特
に
注
意
し
て
い
な
い
。

（
2
）
﹇
片
桐
二
〇
一
九
﹈
が
影
写
本
か
ら
紹
介
し
た
も
の
で
、
印
の
色
は
不
明
。
な
お
、
同
論
文

お
よ
び
﹇
有
馬
一
九
九
八
﹈
は
、
室
町
幕
府
の
過
書
に
「
透
」（「
通
」
と
同
義
と
思
わ
れ
る
）

と
い
う
印
が
押
さ
れ
て
い
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
押
印
位
置
は
竪
切
紙
の
下
部
で
あ

り
、
日
付
上
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
北
条
氏
の
伝
馬
手
形
は
、
先
行
す
る
室
町
幕
府
の

様
式
を
敢
え
て
踏
襲
し
て
い
な
い
と
見
な
せ
る
。（
両
論
文
に
つ
い
て
は
査
読
者
か
ら
御
教
示

を
得
た
。）

（
3
）
こ
の
他
、『
愛
知
県
史 

資
料
編
一
一
』
は
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
五
月
日 
明
眼
寺
（
三

河
）
充
の
朱
印
状
を
、「（
朱
円
印
の
）
印
文
は
読
め
な
い
が
、
徳
川
家
康
の
も
の
と
思
わ
れ
る
」

と
し
て
い
る
。

（
4
）
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
禁
制
と
し
て
は
、安
土
城
考
古
博
物
館
図
録
二
〇
一
五
に
二
例
、

﹇
中
村
直
勝
一
九
七
一
﹈に
も
二
例
の
写
真
が
あ
る
。
押
印
位
置
は
、い
ず
れ
も「
慶
長
」の「
慶
」

付
近
で
あ
る
。

　
　

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
寺
領
安
堵
に
つ
い
て
は
、
例
に
挙
げ
た
冨
賀
寺
充
の
も
の
は
、
図

２
の
よ
う
に
、「
慶
長
八
年
」
の
「
長
八
」
付
近
、
す
な
わ
ち
、
年
号
の
二
字
目
に
か
け
る
形

で
押
し
て
い
る
。﹇
荒
木
二
〇
一
八
﹈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
皇
帝
の
み
が
年
号
に
一
文
字
掛

け
る
形
で
押
印
で
き
た
と
す
る
と
、
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）
﹇
小
島
二
〇
二
〇
﹈
等
で
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
初
期
の
太
政
官
文
書
に
は
、
日
付
上
の
、

年
号
よ
り
下
の
位
置
に
押
印
し
た
も
の
が
あ
り
、「
東
ア
ジ
ア
標
準
」
の
押
印
方
法
を
模
し
た

註

も
の
と
思
わ
れ
る
。
天
皇
の
「
御
名
御
璽
」
が
実
名
の
下
に
「
天
皇
御
璽
」
を
押
印
す
る
方
式

で
あ
る
こ
と
は
、﹇
三
上
一
九
七
九
﹈
に
あ
る
よ
う
に
、
欧
米
諸
国
の
公
使
か
ら
天
皇
の
自
署

の
あ
る
文
書
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
大
日

本
外
交
文
書
』
第
一
巻
第
一
冊
（
外
務
省
調
査
部
編
纂
、
日
本
国
際
協
会
発
行
、
一
九
三
六
年
）

に
、
明
治
元
年
一
月
十
五
日
（
一
九
六
八
年
二
月
九
日
）
に
、
兵
庫
に
於
い
て
、
勅
使
東
久
世

通
禧
が
、「
仏
、英
、伊
、米
、普
、蘭
」
の
各
公
使
へ
大
政
復
古
を
報
じ
た
際
の
会
見
記
（
九
九

号
）
と
、
そ
の
報
告
書
（
一
〇
三
号
）
を
収
録
し
て
お
り
、
後
者
に
は
、
各
国
の
公
使
に
渡
す

布
告
書
は
、「
御
実
名
之
方
可
然
ト
相
極
候
、（
中
略
）
国
印
計
ニ
テ
可
済
ト
申
候
得
共
、
夫
ニ

テ
承
知
不
仕
旨
ニ
付
、
不
得
止
、
右
之
次
第
ニ
相
成
候
故
、
御
実
名
之
五
通
、
急
々
御
指
越
」

と
あ
る
。（
史
料
に
つ
い
て
、
樋
口
雄
彦
氏
よ
り
御
教
示
を
得
た
。）
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